
中小企業の７割近くが人手不足と回答（日商の調査）  
日本商工会議所から、「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査」の集計結果が公

表されました（調査期間は令和５年７月 18 日～８月 10 日。回答があった 3,120 社の回答を集計）。 

 ☆ 他人事では

ないという事業

主様が多いので

はないでしょう

か？対策・確保の

取組については、

調査結果を深く

みると、対策とし

て、外注の拡大、

労働時間・残業時

間の増加など、確

保の取組として、

人事考課・給与制

度の見直し、福利

厚生の充実など、

といった回答も

みられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･････････････【事業主の皆さまへ】「健康保険（船員保険）・厚生年金保険被保険者資格取得届」には 

個人番号（マイナンバー）を必ず記入してください ･･･････････････ 

厚生年金保険などの被保険者資格取得届にはマイナンバーを必ず記入してください 
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令和５年９月29日から、「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令（令和５年厚生労働 
省令第125号）」が施行されました。これにより、厚生年金保険の被保険者資格取得届などについ 
て、個人番号（マイナンバー）の記載を求めることが明確化されました。 
これを受けて、日本年金機構から、次のようなお知らせがありました。 

 

11/ 10 ● 10 月分の源泉所得税・住民税特別徴収税の納付 

11/ 16 ● 所得税予定納税額の減額申請期限（第２期分のみ） 

11/ 30 ● 10 月分健康保険料・厚生年金保険料の納付 

● ９月決算法人の確定申告と納税・2024年 3月決算法人の中間申告と納税（決算応

当日まで） 

● 12 月・翌年３月・６月決算法人の消費税の中間申告（決算応当日まで） 

● 所得税予定納税額の納付（第２期分） 

 

11 

 

月号 

★採用時において、マイナンバー、基礎年金番号のいずれも確認できない方については、短期在留外国人等を除き被保険者資格取得

届が返戻される（＝被保険者資格が認められない）ことになりますので、その旨を説明して必ず提示してもらうようにしましょう。 

 

□ 「健康保険（船員保険）・厚生年金保険被保険者資格取得届」には、マイナンバー（基

礎年金番号を有する方は、マイナンバーまたは基礎年金番号）を必ず記入してください。

マイナンバー、基礎年金番号のいずれも記入がない場合は、返戻いたします。 

□ これまでは、基礎年金番号を有する方で、マイナンバー、基礎年金番号のいずれも確

認できない場合は「健康保険（船員保険）・厚生年金保険被保険者資格取得届」にあわせて

「基礎年金番号通知書再交付申請書」をご提出いただくことで事務処理をしていました

が、令和５年９月29日以降はマイナンバー、基礎年金番号のいずれも記入がない場合は

返戻しています。 

□ なお、短期在留外国人等、マイナンバーも基礎年金番号も有していない方の場合は、

引き続き「資格取得時の本人確認事務」に基づき手続きをお願いします。 



･･････････････････････「年収の壁・支援強化パッケージ」の概要（厚労省の資料）･･･････････････････ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～インターンシップ生を迎えて～ 

今年も熊本工業高校よりインターンシップ生 2名を迎えて研修を行いました。 

・個人情報保護法について⇒メールの誤送信を起こす原因と予防対策 

・人事制度とコンサルティング事業について⇒人事制度はなぜ必要か？コンサルティングとは 

・社会保険労務士の仕事について⇒雇用保険、社会保険、年金等の必要性と仕組み 

・新社会人として⇒ビジネスマナーカードを使ってロールプレイング研修 

・職場の５Sについて⇒５Sとは何か？５Sが起こす影響は？ 

 
様々な視点での研修を通して、いかにわかりやすく説明できるか。 
高校生にも理解してもらうための工夫が必要でした。 
これからどんな職業に就くにしても基本となる知識なので 
丁寧さを心がけました。 
最初は緊張していた二人ですが、清々しい笑顔で接してくれて 
若さというエネルギーに満たされた 5日間でした。二人の未来に幸あれ！！ 

    代表  上田 正順 
〒862-0949 熊本市中央区国府 1-13-5 2F 

TEL:096-211-6055 FAX:096-211-6065 

URL:http://brainstar.jp 

七十二候の暦（こよみ） 

虹蔵不見（にじかくれてみえず） 

陽の光も弱まり、虹を見かけなくなる

頃。虹を見かけたとしても淡い色です

ぐに消えてしまいます。「蔵」には潜む

という意味があります。空気が乾燥す

るこの季節、火の元注意ですね。 

11 月 22 日～11 月 26 日頃 

いわゆる「年収の壁」への当面の対応策として、令和５年９月27日付けで、「年収の壁・支援強化パッケージ」が

決定されました。その概要を確認しておきましょう。 

 

「年収の壁・支援強化パッケージ」を決定 早急に開始へ 
 

重要・要チェック 

 

★各対応策については、このパッケージに基づき、今後、所要の手続を経た上で、関係者と連携し、着実

に進めていくこととしています。たとえば、キャリアアップ助成金のコースの新設（社会保険適用時処遇

改善コースの新設）に関する改正省令は、令和５年10月中には、公布・施行される模様です。 

 



 

令和５年も残り数か月となり社員の所得税に関する年末調整の時期も近づいてきました。 

国税庁からは９月の末頃に「年末調整がよくわかるページ（令和５年分）」を開設したとの案内もありました。 

今年の年末調整においては、昨年からの大きな変更はなく、昨年（令和４年分）と同じ手順となります。 

その手順等については、「年末調整がよくわかるページ」でも確認することができます。 

 ･･････････国税庁の「年末調整がよくわかるページ（令和５年分）」のトップ画面････････ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             令和５年分の年末調整は昨年と同じ手順 

 
 

 
 

雇用調整助成金の支給額算定方法が変わります 
雇用調整助成金は、前年度の雇用保険料の算定基礎となった賃金総額を用いて１日あたりの助成額単価を算定する

方法（平均賃金方式）等により支給額が算定されていましたが、その平均賃金方式が令和６年１月から廃止され、

実際に支払った休業手当等の総額を用いた算定方法（実費方式）に一本化されることになりました。 

◆改正前（令和５年 12 月 31 日以前の日を初日とする判定基礎期間まで） 

支給額は、次のＡまたはＢと、Ｃを比較して、いずれか少ない方となります。 

Ａ：平均賃金方式（平均賃金額(※)×休業手当の支払率×休業等の延日数×助成率） 

※労働保険の確定保険料申告書の賃金総額や被保険者数等から算定したもの 

Ｂ：実費方式（実際に支払った休業手当等の総額×助成率） 

↓ＡまたはＢを選択して、Ｃと比較 

Ｃ：基本手当日額の上限額(※)×休業等の延日数 

※8,490 円（令和５年８月１日現在） 

◆改正後（令和６年１月１日以降の日を初日とする判定基礎期間から） 

支給額は、ＢとＣを比較して、いずれか少ない方となります。 

Ｂ：実費方式（実際に支払った休業手当等の総額×助成率） 

Ｃ：基本手当日額の上限額(※)×休業等の延日数 

※8,490 円（令和５年８月１日現在） 

休業手当または教育訓練に係る賃金が、通常の賃金等と明確に区分されて表示されている賃金台帳等に加え、休業

手当等の具体的な算定過程がわかる書類を整備し、労働局からの求めに応じて提出することが必要です。 

改正前後いずれであっても、残業相殺によって上記により算定した額よりも支給額が少なくなることがあります。

残業相殺については雇用調整助成金ガイドブックをご確認ください。 

★年末調整について、

国税庁のサポートは充

実しているといえます

が、それでも、不明な点

が出てくると思います。

そんなときには、気軽に

お問い合わせください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡市東区人権保育研修会 

参加者：保育園園長、保育士等 42名 

講師：田木さと子 

福岡市のめざす「一人ひとりが大切にされる保育の広

がり」の一環として企画された研修会にて、講師を務

めさせて頂きました。 

主な内容は以下の通りです。 

・言語非言語コミュニケーションが相手に与える影響 

・人権としてのアサーティブ 

・園長としてどのように関わるか 

・考え方の癖と人間関係への影響 

 

園長先生ご自身が他者にどのように関わるかだけで

なく、職員の先生同志の関係構築や、先生方と保護

者の方との関りで活用できるようなコミュニケーシ

ョンスキルや考え方をご紹介致しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修会後には 

・まさに今、課題になっている事でした！ 

・とても分かりやすくて楽しかったです 

・自分自身のあり方が大切だと改めて感じました 

・心に響き考えさせられました 

等のお声を頂きました。 

 

日々お忙しくお過ごしの園長先生方。 

時代の変化が激しく人々の価値観も急速に変化し、

対応が難しい時代かと思います。 

本日の内容が少しでもお役に立ちますことを願って

おります。 

 

報告者：人材開発室室長田木さと子 

増加する「ビジネスケアラ―」と 

介護離職防止対策 

◆増える「ビジネスケアラ―」 

 「ビジネスケアラ―」とは、仕事をしながら

家族等の介護を行う人を指す言葉で、経済産業

省によると、2030 年をピークに 318 万人に

達すると推計されています。また、これによる

経済損失は約９兆 1,792 億円にのぼるともい

われています。 

 

◆介護離職防止の企業向けガイドライン 

 厚生労働省は、会社員が家族等の介護で離職す

るのを防ぐ目的で、企業向けの指針をまとめると

発表しました。この指針には、企業が介護休業や

休暇制度、介護保険サービス等について対象従業

員に周知させたり、外部の専門家と連携し、介護

事業所に提出する書類作成を肩代わりしたり、相

談窓口を設置したりと、従業員の介護離職を防ぐ

取組みを促す内容が盛り込まれる予定です。 

 

◆介護のための短時間勤務制度がある会社は約

８割 

人事院の調査によると、介護のための短時間

勤務がある企業は 78.4％となっています。そ

のうち、短縮する週当たりの時間数の上限や、

短時間勤務を行える期限の上限を設けている企

業はいずれも 88％以上を占めています。 

 

◆介護離職防止において企業が求められること 

 育児・介護休業法に基づいて、既に休業・休

暇制度を設けている企業は大多数だとは思いま

すが、従業員に周知されていなかったり、運用

がうまくいっていなかったりするケースもある

ようです。今年度中にも、介護離職防止の企業

向けガイドラインが整備される予定ですので、

ガイドラインが出て慌てて対応することのない

よう、自社の制度をあらかじめ確認しておくと

よいでしょう。 

 

【経済産業省「介護政策」】 

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_

service/healthcare/kaigo_page.html 

【人事院「令和４年民間企業の勤務条件制度等

調査結果の概要」】 

https://www.jinji.go.jp/kisya/2309/r05aki

mincho_bessi.pdf 

 


